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水道課窓口へ
申 問町水道課総務係（窓口⑤）�０１３６－５６－８０１３
　閉庁日に転入出などをする人は事前に申し込んでください。直接来庁す
るか電話で行ってください（日本語）

○水道栓の開閉について
本町は転入出、転居をする人が大変多く、冬季は雪深い地理的条件にある
などの理由により各戸の屋外開閉栓作業を行っていません。入居後すぐに
水道を使用できます。また、退去の際は凍結による管の破裂などによる漏
水事故防止のため、水抜き（水落とし）作業を行ってください。

○料金の支払い方法
　上下水道料金は毎月請求されます。納期は毎月２５日（土日・祝日の場合
は翌平日）です。

上下水道

こんなとき
・新たに水道を使用開始するとき（転入や転居など）
・水道の使用を中止するとき（転出など）
　精算が必要となります。
・水道の使用を長期間休止・再開するとき（長期間不在など）
　長期休止の場合、料金を掛けない措置を取ることができます。
・水道の用途を変更するとき（営業をやめたり、新たに始めたりした場合
　など）
・水道使用者の名称を変更するとき
　使用者自身が変更になる場合は別途、使用中止や開始の手続きが必要
　です。
・水道の所有者を変更するとき
　住居の売買に伴って給水装置の所有者を変更したときは届け出が必要
　です。

申＝申し込み・申請先／問＝問い合わせ先／�＝電話番号／内＝内線
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○自主納付　
　毎月初めに納付書が発送されます。次の指定金融機関でお支払いくださ
い。
指定金融機関

● 北洋銀行倶知安町役場派出所、本・支店●北海信用金庫本・支店●北海
道労働金庫本・支店●ＪＡようてい本・支所●道内ゆうちょ銀行●コンビ
ニエンスストア（セブンイレブン、ローソン、セイコーマート、サンクス）

○口座振替（推奨）
　毎月２５日（銀行定休日の場合は翌営業日）に指定口座から自動的に料金を
引き落とすことができます。次の指定金融機関で口座を開設し、申し込ん
でください。水道課窓口では申し込みできません。
指定金融機関　

●北洋銀行本・支店、北海信用金庫、北海道労働金庫の各倶知安支店
●ようてい農協本所
●道内各ゆうちょ銀行

○精算
　転出などにより水道の使用を中止するときは、水道料金の精算が必要で
す。

中止の日。中止日が役場閉庁日の場合は前日。精 算 日

役場の開庁時間内の希望時間を指定してください。精 算 時 間

中止日が前回の検針日から１４日以内で使用水量が基本水量の半分以下の
場合、基本料の半額。中止日が前回の検針日から１４日を超えるか使用水
量が基本水量の半分を超えた場合、基本料金と超過料金。

精 算 額

水道課職員が各家庭に伺い、メーター指針を確認し、その場で現金でお支
払いください。この他の支払い方法については水道課にご相談ください。

支払い方法

上下水道
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○下水道
故障や事故を防ぐために！

● てんぷら油や薬品は絶対に流さないでください。
　油は布切れなどに染み込ませたり、市販の凝固剤を使用したり
して、ごみとしてか専門の回収業者へ出してください。

● ディスポーザー（野菜くずなどの粉砕機）は使用しないでくだ
さい。
　便器にはトイレットペーパー以外の物は流さないでください。

● 台所、ふろなどの排水口には必ず網や格子を付けて、残飯や髪
の毛などの異物が流れ込まないようにしましょう。
●排水管は定期的に升のふたを開けて点検しましょう。
　私有地内にある排水管の修理は家屋の所有者が行います。町は
行いません。町では、清掃業者などのあっせんは一切行っていま
せん。

○電気の使用を開始する時
①ブレ－カ－と漏電遮断器のつまみを上げ、電気が点灯するかどうか確認
してください。点灯しない場合は北海道電力（０１２０－１２－６５６５）に連絡して
ください。
②点灯した場合は電気使用手続きのため、備え付けの「電気ご使用開始申込
書」（はがき）に必要事項を記入し、切手を張らずに投函してください。

○電気が使用中消えたら
　その原因は大抵電気の使い過ぎです。使用中の電化製品のスイッチを
切ってから、ブレ－カ－のスイッチを入れ直してみてください。

上下水道

！
！

電気・ガス・灯油

　町内の電気は、電圧は１００Ｖか２００Ｖ、周波数は５０Ｈｚで、北海道電力が
供給しています。電気プラグはＡタイプです。
　倶知安町内では、ＬＰ（プロパン）ガスが使われています。
ガス、灯油の購入は家主などに確認の上、最寄りの燃料取扱店などにお問
い合わせください。
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